
会 議 録 

  作成日 令和 6年 3月 16日 

日 時 
令和 6年 3月 16日（土） 

10：30～11：30 
場 所 

特別養護老人ホームすこやか苑 

多目的ホール 

会議名 
令和 5年度特別養護老人ホームすこやか苑家族連絡会 

令和 5年度特別養護老人ホームすこやか苑第 6回運営推進会議 

出席者 

運営推進委員：入居者代表・家族代表・地域住民の代表（民生委員）・地域包括支援センター職員  

苦情協議会委員：家族代表 

入 居 者 家 族：7組計 10名 

職     員：施設長・生活支援課長（生活相談員）・副主任支援員（介護支援専門員） 

副主任支援員（ユニットリーダー）・副主任事務員・看護師 

                                      計 21名 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

※ 以下のとおり、施設長からの挨拶あり 

 

  本日は年度末でご多用の中、ご参加下さいましてありがとうございます。 

すこやか苑も平成 26年 12月に開設して、10年目に入りました。新型コロナウィルス感染症も 5類とな

り、昨年度に引き続きこうして皆さまと顔を合わせて開催できますことをうれしく思います。 

  今年は年初めから能登半島地震があり、被災された方々には心からお見舞い申し上げたいと思います。

当苑でも毎年防災訓練は行っておりますが、巨大地震を想定しての訓練はまだ行ったことがないため、い

つ起こるともわからない大地震に備えて、準備をしているところでございます。地震発生時はとにかくラ

イフラインが一時的に途絶えることを想定し、命を守ることを優先して業務を継続していくとともに、ご

家族様等との連絡方法手段についても、見直していきたいと考えておりますので、ご協力をいただきたい

と思います。 

  さて、今年度も残すところあと半月をきりました。先日、当事業団でも内示が発表され、新体制に向け

て準備を進めているところでございます。すこやか苑の基本理念であります、「家庭に近い環境の中で、

入居者ひとりひとりの尊厳が守られ、心穏やかに自分らしく生活できるよう支援します」を職員ひとり一

人がそれぞれの持ち場で実践し、皆さまに喜んでもらえるような施設となっていきたいと思います。 

  今日は令和 5年度のニーズアンケートの結果と、令和 6年度の事業計画をご報告させていただきます。

お気づきの点や、ご要望など、様々なご意見を頂戴し、次年度へ繋げてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。 

 

 

 

 



 

３ 運営推進会議委員紹介 

※ 参加いただいた運営推進委員について副主任支援員（介護支援専門員）が紹介 

 

４ すこやか苑の運営状況について 

（１） 令和 5年度 ニーズアンケート結果について 

※ 別添「令和 5年度 特別養護老人ホームすこやか苑 ニーズアンケート集計結果」について、副

主任支援員（介護支援専門員）が要約して報告 

（２） 令和 6年度 特別養護老人ホームすこやか苑事業計画について 

※ 別添「令和 6年度 特別養護老人ホームすこやか苑事業計画」に沿い、生活支援課長（生活相談

員）が内容を説明 

 

５ 懇談 

※ ニーズアンケート結果や事業計画説明内容のほか、日々感じていることなど、参加ご家族や運営

推進委員から意見を聴取 

・ 送付書類について、日付が記載されていないものがあり、後から見返した際に必要な書類なのか区別

するためにも日付が解るようにしてほしいと意見あり。 

・ 送付された写真等でどのように過ごしているか解るが、イベント等に一緒に参加して様子を知りたい

とあり。 

→コロナの影響でしばらくイベント等に家族を誘うことを控えていたが、今後は一緒に参加いただき 

様子を見てもらうほか、イベントの手伝いをしていただきたいと考えている返答。 

・ 地域包括支援センター保健師から、担当地区の高齢化率が 40％を超えたと報告あり。高齢者の数が増

えているというより、若い世代が少なくなり、結果として高齢化率が挙がっているとのこと。他業界

でも人材確保は困難になっているが、介護業界はますます困難になっているとあり。 

・ 上記意見のほか、入居してからの表情の変化（次第に穏やかになってきた）や、面会に来た際に会話

などをとおして、本人が落ち着いて過ごせていて安心しているなどの意見あり。 

 

６ その他 

（１）令和 6年度運営推進会議運営推進委員（ご家族代表）・苦情解決協議会協議会委員（ご家族代表）の

選任について 

※ 事前に内諾をいただいている方々を紹介。全会一致で承認 

    運営推進委員  ふじユニット入居者ご家族 

    苦情協議会委員 ふじユニット入居者ご家族  

（２）ライン登録の依頼 

・ スマートフォン使用の方は、可能であればライン登録していただき、物品の購入依頼等のやり取り

やちょっとした連絡に活用したい旨伝えた。ただし、ラインの場合は、すぐに返答できないことも

ご承知いただき、急ぎの連絡は電話で行うことも確認した。 

 

 

 



 

（３）古布の回収協力依頼について 

・ 古布は、苑内の拭き掃除等で使用するほか、使い捨てのおしり拭きとして使用していることを説明。

おしり拭きはできれば化繊のものを避け、綿の物を依頼。タオルやシーツなど処分を検討されてい

るものがあれば、ぜひ回収に協力いただきたい旨を伝えた。 

（４）ボランティア活動について 

  ・ 施設の周りの環境整備のほか、イベントの手伝い、趣味特技の披露など協力いただきたいことを背

説明した。 

 

８ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























令和 6年度 運営推進会議、運営推進委員（ご家族代表）の選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 令和 5年度は、ふじユニットの入居者ご家族にご依頼し、運営推進委員とし

てご活躍頂いております。 

 

 

 

 

 

令和 6年度 苦情解決協議会、協議会委員（ご家族代表）の選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 令和 5年度は、おうりんユニットの入居者ご家族にご依頼し、苦情解決協議

会委員としてご活躍頂いております。 

 

運営推進会議とは 

介護保険法により設置が義務付けられ、概ね 2 ヶ月に 1 回開催されます。委員

は、入居者・入居者の家族・地域包括支援センター職員・地域住民の代表者等です。 

目的として、 

① 事業所運営の透明性を確保すること。 

② サービスの質の確保、向上すること。 

③ 事業所による入居者の「抱え込み」を防止すること。 

④ 地域との連携を図り、地域交流等の体制を築くこと。 

苦情解決協議会とは 

入居者及び入居者の家族等からの苦情等に迅速かつ的確に対応し、その円滑・円

満な解決を図るとともに併せて入居者個人の権利を擁護することを目的とし、苦

情解決協議会を開催しています。四半期に 1 回開催する他、解決困難な苦情等を

協議する場合に臨時で開催しています。苦情解決協議会の構成員は、第三者委員

（地域住民の代表や保健医療福祉等に精通した方等）及び家族代表、苦情解決責任

者（施設長）等で構成されます。 


